別記様式(第4条関係)

姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金支給申請書兼請求書

年　　月　　日

(宛先)姫路市長


申請者　　　　　　　　　　　　　
住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）


氏名（法人の場合は、その名称及び代表者の役職と氏名）


姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金支給要綱第４条の規定により、次のとおり申請し、及び請求します。
	補助年度
令和７年　　度
	補助金等の名称
　姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金

	営業施設の名称


	営業施設の所在地


	次の内容を確認の上、当てはまるものに☑を入れてください。
（以下、要綱とは、姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金支給要綱をいう。）
· 申請・請求する給付金は１０万円です（申請者：要綱に規定する一般公衆浴場営業者）。
· 申請・請求する給付金は５万円です（申請者：要綱に規定する一般クリーニング所営業者）。
· 令和７年４月１日から現在まで、継続して市内で事業を営んでおり、引き続き市内で事業を継続します。
· [bookmark: _Hlk220513843]令和７年４月から令和８年２月までのうち、任意の１月における事業に要した電気、ガス（都市ガス、プロパンガス、ＬＰＧ（液化石油ガス）、ＬＮＧ（液化天然ガス）及びＣＮＧ（天然ガス）をいう。）及び燃料油（ガソリン、軽油、重油及び灯油をいう。）の料金（これらを販売する目的で購入した場合の費用を除き、消費税及び地方消費税を含む。）が５万円以上です。
· 次項（裏面）の記載事項全てに誓約・同意します。

	
誓約・同意事項
「姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金（以下「給付金」という。）」の申請に当たり、給付金の申請要件を全て満たしており、かつ、次の内容について誓約・同意します。

[bookmark: _GoBack]１　要綱第２条第４項第１号から第５号までに掲げる者に該当しません。
２　本市が上記のことを確認するために必要な事項を警察署その他公的機関に必要な情報を提供し、照会する場合があることに同意します。
３　申請書に記載した事項及び添付書類について、事実と相違ありません。給付金支給後に申請内容に虚偽が判明した場合は、支給された給付金の全部を返還します。
４　偽りその他不正の手段により給付金が支給され、姫路市が特に悪質と認める場合には、姫路市が警察に刑事告訴等を行い、営業者名を公表することに同意します。
５　申請内容について、姫路市等から問い合わせ、現地調査、是正のための措置を求められた場合は、誠実にこれに応じます。
６　給付金の支給事務を処理するために必要な範囲で、姫路市が申請情報を利用することに同意します。
７　申請の審査過程において、姫路市が必要に応じ、支給情報、営業許可の有無や欠格事項の有無の確認のために、国、兵庫県、警察署、税務署等の関係官署に対して、申請情報を提供し、照会することに同意します。
８　国、警察署、税務署等の公的機関からの依頼その他法令に基づく依頼を受けた場合、姫路市が給付金の申請情報を提供することに同意します。
９　申請内容に不備があり、姫路市が定める期間までに、その不備が修正されない場合は給付金が支給されないことに同意します。
10　提出した申請書類について、いかなる場合も返却を求めません。





添付書類
1　令和７年４月から令和８年２月までのうち、任意の１月における事業に要した電気、ガス等の料金がわかるもの（請求書の写し等）
2　相手方（債権者）登録申出書（業者登録以外の団体用）


